
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
九
号

障
害
児
通
所
給
付
費
等
の
請
求
に
関
す
る
内
閣
府
令

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
四
条
の
八
の
規
定
に
基
づ
き
、
障
害
児
施
設
給
付
費
及
び
特
定
入
所
障
害
児
食
費
等
給
付
費
の
請
求
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
定
義
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
に
お
い
て
「
障
害
児
通
所
給
付
費
等
」
と
は
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
障
害
児
通
所
給
付
費
、
障
害
児
入
所
給
付
費
、
特
定
入
所
障
害
児
食
費

等
給
付
費
及
び
障
害
児
相
談
支
援
給
付
費
を
い
う
。

２
　
こ
の
府
令
に
お
い
て
「
審
査
支
払
機
関
」
と
は
、
市
町
村
（
特
別
区
を
含
み
、
法
第
二
十
一
条
の
五
の
七
第
十
四
項
及
び
法
第
二
十
四
条
の
二
十
六
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
審
査
及
び
支
払
に
関
す
る
事
務
を
国
民
健
康
保
険
法
（
昭

和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
四
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
（
以
下
「
連
合
会
」
と
い
う
。
）
に
委
託
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
連
合
会
と
す
る
。
）
又
は
都
道
府
県
（
法
第
二
十
四
条
の

三
第
十
一
項
（
法
第
二
十
四
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
審
査
及
び
支
払
に
関
す
る
事
務
を
連
合
会
に
委
託
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
連
合
会
と
す
る
。
）
を
い
う
。

３
　
こ
の
府
令
に
お
い
て
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
審
査
支
払
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
、
障
害
児
通
所
給
付
費
等
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者

（
法
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
（
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

又
は
指
定
障
害
児
相
談
支
援
事
業
者
（
法
第
二
十
四
条
の
二
十
六
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
相
談
支
援
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
使
用
に
係
る
入
出
力
装
置
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理

組
織
を
い
う
。

（
障
害
児
通
所
給
付
費
の
請
求
）

第
二
条
　
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
は
、
障
害
児
通
所
給
付
費
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
指
定
通
所
支
援
（
法
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
通
所
支
援
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
事
業
を
行
う
事
業
所

ご
と
に
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
方
式
に
従
っ
て
入
出
力
装
置
か
ら
入
力
し
て
審
査
支
払
機
関
の
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し

て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
障
害
児
入
所
給
付
費
及
び
特
定
入
所
障
害
児
食
費
等
給
付
費
の
請
求
）

第
三
条
　
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
は
、
障
害
児
入
所
給
付
費
又
は
特
定
入
所
障
害
児
食
費
等
給
付
費
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官

が
定
め
る
方
式
に
従
っ
て
入
出
力
装
置
か
ら
入
力
し
て
審
査
支
払
機
関
の
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
障
害
児
相
談
支
援
給
付
費
の
請
求
）

第
四
条
　
指
定
障
害
児
相
談
支
援
事
業
者
は
、
障
害
児
相
談
支
援
給
付
費
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
指
定
障
害
児
相
談
支
援
（
法
第
二
十
四
条
の
二
十
六
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
相
談
支
援
を
い
う
。
）
の
事
業
を
行
う

事
業
所
ご
と
に
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
方
式
に
従
っ
て
入
出
力
装
置
か
ら
入
力
し
て
審
査
支
払
機
関
の
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に

記
録
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
障
害
児
通
所
給
付
費
等
の
請
求
日
）

第
五
条
　
障
害
児
通
所
給
付
費
等
の
請
求
は
、
各
月
分
に
つ
い
て
翌
月
十
日
ま
で
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
障
害
児
通
所
給
付
費
等
の
請
求
は
、
審
査
支
払
機
関
の
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
時
に
審
査
支
払
機
関
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
で
あ
っ
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
請
求
を
行
う
こ
と
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
も
の
は
、
当
分
の
間
、
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
障
害
児
通
所
給
付
費
・
入
所
給
付
費
等
請
求
書

に
障
害
児
通
所
給
付
費
・
入
所
給
付
費
等
明
細
書
を
添
え
て
、
こ
れ
を
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
障
害
児
通
所
給
付
費
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
で
あ
っ
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
請
求
を
行
う
こ
と
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
も
の
は
、
当
分
の
間
、
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
障
害
児
通
所
給
付
費
・
入
所
給
付
費
等
請
求
書
に
障
害
児

通
所
給
付
費
・
入
所
給
付
費
等
明
細
書
を
添
え
て
、
こ
れ
を
都
道
府
県
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
障
害
児
入
所
給
付
費
又
は
特
定
入
所
障
害
児
食
費
等
給
付
費
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
障
害
児
通
所
給
付
費
・
入
所
給
付
費
等
明
細
書
に
は
、
提
供
し
た
指
定
通
所
支
援
又
は
指
定
入
所
支
援
（
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
入
所
支
援
を
い
う
。
）
の
内
容
の
詳
細
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
資
料
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
指
定
障
害
児
相
談
支
援
事
業
者
で
あ
っ
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
請
求
を
行
う
こ
と
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
も
の
は
、
当
分
の
間
、
第
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
障
害
児
相
談
支
援
給
付
費
請
求
書
に
障
害
児
相
談
支

援
給
付
費
明
細
書
を
添
え
て
、
こ
れ
を
市
町
村
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
障
害
児
相
談
支
援
給
付
費
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
障
害
児
相
談
支
援
給
付
費
明
細
書
に
は
、
提
供
し
た
指
定
障
害
児
相
談
支
援
の
内
容
の
詳
細
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
資
料
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
又
は
第
四
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
相
談
支
援
事
業
者
は
、
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
障
害
児
通
所
給
付
費
・
入
所
給
付
費
等
請
求
書
、
障
害
児
通
所

給
付
費
・
入
所
給
付
費
等
明
細
書
、
障
害
児
相
談
支
援
給
付
費
請
求
書
又
は
障
害
児
相
談
支
援
給
付
費
明
細
書
に
代
え
て
、
こ
れ
ら
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
、
光
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記

録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。
以
下
「
光
デ
ィ
ス
ク
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
市
町
村
が
適
当
と
認
め
る
も
の
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
障
害
児
通
所
給
付
費
又
は
障
害
児
相
談
支
援
給
付
費
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

７
　
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
障
害
児
通
所
給
付
費
・
入
所
給
付
費
等
請
求
書
又
は
障
害
児
通
所
給
付
費
・
入
所
給
付
費
等
明
細
書
に
代
え
て
、
こ
れ
ら
に
記
載
す
べ
き
事
項

を
、
光
デ
ィ
ス
ク
等
の
う
ち
都
道
府
県
が
適
当
と
認
め
る
も
の
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
障
害
児
入
所
給
付
費
又
は
特
定
入
所
障
害
児
食
費
等
給
付
費
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

８
　
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
に
つ
い
て
は
、
当
該
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
第
一
項
、
第
二
項
又
は
第
四
項
の
障
害
児
通
所
給
付
費
・
入
所
給
付
費
等
明
細
書
と
み
な
し
て
、
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

1



（
障
害
児
通
所
給
付
費
・
入
所
給
付
費
等
請
求
書
等
の
様
式
）

第
三
条
　
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
障
害
児
通
所
給
付
費
・
入
所
給
付
費
等
請
求
書
の
様
式
は
、
様
式
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。

２
　
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
障
害
児
通
所
給
付
費
・
入
所
給
付
費
等
明
細
書
の
様
式
は
、
様
式
第
二
の
と
お
り
と
す
る
。

３
　
前
条
第
四
項
の
障
害
児
相
談
支
援
給
付
費
請
求
書
の
様
式
は
、
様
式
第
三
の
と
お
り
と
す
る
。

４
　
前
条
第
四
項
の
障
害
児
相
談
支
援
給
付
費
明
細
書
の
様
式
は
、
様
式
第
四
の
と
お
り
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
四
月
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
行
わ
れ
た
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
給
付
費
等
の
請
求
に
関
す
る
省
令
第
一
条
に
規
定
す
る
介
護
給

付
費
等
並
び
に
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
指
定
施
設
支
援
に
係
る
障
害
児
施
設
給
付
費
及
び
特
定
入
所
障
害
児
食
費
等
給
付
費
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
四
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
三
月
二
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
三
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
五
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
で
定
め
る
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と

み
な
す
。

２
　
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
で
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
四
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
一
月
一
四
日
内
閣
府
令
第
七
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
二
八
日
内
閣
府
令
第
三
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
中
障
害
児
通
所
給
付
費
等
の
請
求
に
関
す
る
内
閣
府
令
様
式
第
二
の
改
正
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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様
式
第
一
（
附
則
第
三
条
第
一
項
関
係
）

様式第一(附則第三条第一項関係) 

 

障害児通所給付費・入所給付費等請求書 

 

令和  年  月  日    

 (請 求 先) 

殿  

 

 

 

 

 下記のとおり請求します。 

 

請
求
事
業
者 

指定事業所番号                     

  

住 所 

(所在地) 

〒 

電話番号   

名 称   

職・氏名   

  

  令和     年     月分   

  

  請求金額 
    百万     千     円 

  

  

  

区 分 件数 単位数 費用合計 
給 付 費
請 求 額 

特別対策費
請 求 額 

利 用 者
負 担 額 

自 治 体
助 成 額 

  

通
所
給
付
費 

障
害
児 

                

                

                

入
所
給
付
費 

障
害
児 

                

                

小 計               

特定入所障害児食費等給付費               

合 計               
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（
様
式
第
二
）
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様
式
第
三
（
附
則
第
三
条
第
三
項
関
係
）

様式第三(附則第三条第三項関係) 

 

障害児相談支援給付費請求書 

令和   年   月   日    

 (請 求 先) 

 

 

 

 

 

 

殿    

 

 

 

 下記のとおり請求します。 

請
求
事
業
者 

指定事業所番号                     

  

住 所 

(所在地) 
  

電話番号   

名 称   

職・氏名   

  
  令和     年     月分   

  

  

  
  請求金額 

  百万     千     円 

  
区 分 件数 地域区分   

  
障害児相談支援       単位数単価         

円／
単位 

  

  

項番 給付決定保護者 請求額計算欄 

  

  
受給者証番号                     フリガナ   単位数 請求額 

モニタリング日 令和     年     月     日 氏名                     円 

  
受給者証番号                     フリガナ   単位数 請求額 

モニタリング日 令和     年     月     日 氏名                     円 

  
受給者証番号                     フリガナ   単位数 請求額 

モニタリング日 令和     年     月     日 氏名                     円 

  
受給者証番号                     フリガナ   単位数 請求額 

モニタリング日 令和     年     月     日 氏名                     円 

  
受給者証番号                     フリガナ   単位数 請求額 

モニタリング日 令和     年     月     日 氏名                     円 

  
受給者証番号                     フリガナ   単位数 請求額 

モニタリング日 令和     年     月     日 氏名                     円 

  
受給者証番号                     フリガナ   単位数 請求額 

モニタリング日 令和     年     月     日 氏名                     円 

  
受給者証番号                     フリガナ   単位数 請求額 

モニタリング日 令和     年     月     日 氏名                     円 

  
受給者証番号                     フリガナ   単位数 請求額 

モニタリング日 令和     年     月     日 氏名                     円 

  
受給者証番号                     フリガナ   単位数 請求額 

モニタリング日 令和     年     月     日 氏名                     円 

  小計             円 

  

      枚中     枚目   
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様
式
第
四
（
附
則
第
三
条
第
四
項
関
係
）

様式第四(附則第三条第四項関係) 

 

障害児相談支援給付費明細書 

 

  都道府県等番号               令和     年     月分   

  

  

請
求
事
業
者 

指定事業所番号                     

  
  

受 給 者 証 番 号                     

  
 事業者及び

その事業所

の名称 

  
給付決定保護者

氏 名 
  

  
地域区分   

  

  

給
付
費
明
細
欄 

サービス内容 サービスコード 単位数 回数 サービス単位数 摘要   

                                      

  

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

  

      枚中     枚目   
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